
高等学校就学支援金(国支給分)の加算支給に関する届出書の提出について（再依頼） 

 

先日、郵送にてご案内させていただきました「高等学校就学支援金の加算支給に関する届出書」が、２０日の段階で未提出の方に

お願いします。 

何かとお忙しいとは存じますが、今月中にご提出お願い申し上げます。「届出書」に本人の学年・組・出席番号、そして、名前・

生年月日・住所を記入していただき、「平成２１年度市町村民税所得割額」（市町村役場にて発行）がわかる書類を添付の上、提出

して下さい。 

 

◆１年生の保護者の方へ 

   全員提出をお願い致します。 

その際に、所得区分の金額が対象を超えておられる場合は、届出書の「余白」に「該当しません」と書いて「届出書」のみ提

出下さい。この場合、「平成２１年度市町村民税所得割額」の証明書は不要です。 

 

◆２・３年生の保護者の方へ 

   昨年大阪府授業料軽減補助金を受けておられる場合は、４月２０日期日になっておりました届出書及び「平成２１年度市町村

民税所得割額」の証明書の提出の必要はありません。（学校において平成 21 年度市町村税所得額が把握できますので） 

   それ以外の府内在住の方及び他県の方につきましては、届出書及び「平成２１年度市町村民税所得割額」の証明書の提出をお

願いします。 

  所得区分の金額が対象を超えておられる場合は、届出書の「余白」に「該当しません」と書いて届出書のみ提出下さい。 

＜書類提出の事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     所得区分の金額が対象を超えておられる場合は 

                                     左の余白に「該当しません」と書いて下さい 

 

                                    「平成２１年度市町村民税所得割額」の書類を 

お持ちの場合は、１の欄にチェックを入れて、 

書類と共に提出して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ お問い合わせは、千代田高等学校事務室にお願いします。０７２１－５３－５２８１ 

※ 本年６月に再度、平成 22 年度の分の提出をお願いします。後日、ご連絡致しますので、宜しくお願いします。 

「平成２１年度市町村民税所得割額」の書類の入手

方法は、 

①お勤めの方は、昨年 6 月分の給与支給の際に会社

より渡された「平成 21 年度給与所得に係る市民税・

府民税の決定通知書」 

 

②市町村の窓口で、「平成 21 年度市民税・府民税（所

得・課税）証明書」の発行を請求する。 

以上、どちらかをお持ち下さい。    

名前のみ署名下さい 


